駐車場賃貸借契約書

貸主○○○○を甲、借主△△△△を乙として甲、乙は標記記載の土地（以下本件土地という。）について駐車場の賃貸借に関し、本日下記の通り合意したので賃貸借契約を締結する。

1.  標 記

	賃貸借方式
	駐車場賃貸借

	土地の表示
	所在
	  
	地 目
	

	
	地番・地積
	  　番・　　㎡（　　　　坪）

	賃料等
	賃料
	  月額 　　　　　　円

	
	保証金
	  金　　　　　　　 円・契約の設定の日


第１条   甲は、標記記載の土地（以下本件土地という）を駐車場として賃貸し、乙はこれを賃する。

第２条   乙は、本件土地を乙、又は乙への来客のための駐車場の目的にのみ使          用し、その他の利用に供してはならない。

第３条   賃料は、標記記載のものとし乙は甲に対し毎月末日に翌月分の賃料を          甲の指定する銀行口座に振込むものとする。振込手数料は乙の負担とする。

     ２   　契約の始期、及び終期において１ヶ月に満たない端数の期間を生じた場合のその月の賃料は１ヶ月を３０日として日割り計算による。

     ３   　賃料の改定は開店日より○年を経過する毎に法令の制定改廃、経済情勢の変動、租税公課等の増加、付近の土地価格、又は土地の賃料の著しい変動、その他の事情により第１項に基づき決定した賃借料の増額が必要となった場合には甲、乙協議の上これを決定する。

〔甲の指定銀行口座〕

	○○○○銀行 ○○○○支店  口座番号

名義人


第４条   保証金は、標記の金額とし契約の日から乙から甲に預託する。

     ２   保証金は、契約が終了し本件土地が明渡されるのと引替えに甲から乙に返還されるものとし預託期間中、利息は付さない。但し、賃料の滞納や、その他で甲が乙に対して債権がある場合は甲は保証金をもってこれに充当し、その残金を返還すれば足りる。

     ３   乙は、保証金の返還請求権を第三者に譲渡したり質権設定その他担保設定することは出来ない。

第５条  賃貸借期間は、契約日より○年間とする。但し、期間満了○ヶ月前までに当事者いずれかから書面による解約の意思表示をしないときは、本契約は自動的に○年間延長するものとし、以後期間満了になった場合も同様とする。

第６条   乙は、その責任において駐車場を管理し事由の如何を問わず事故（対人、対物を問わない）に基づく責任の一切を負担する。

第７条   甲、又は甲の使用人は、防犯、防火等、駐車場の管理保全のために必          要のあるときはいつでも駐車場内に立ち入り必要な措置を講ずることができるものとする。

     ２   　　前項の場合に乙は、甲の措置に協力しなければならない。

第８条   乙は、次の各号に揚げる行為をすることができない。

     １   本件土地の賃借権を第三者に譲渡、又は転貸すること。

     ２   本件土地に建物を建築すること、その他本件土地の現状に変更を加えること。

第９条   甲は、乙が本契約の各条項に違反したときは、何らの催告を要しないで直ちに本契約を解除することができる。

第１０条   本契約が終了したときは、乙は直ちに自動車を移動し、かつ残留品を収去し、本件土地を原状に復して甲に返還するものとし、乙は甲に対し契約の翌日から原状回復の完了に至るまで返還が遅れた場合は当時の賃料の○倍に相当する損害金を支払う。尚、甲は乙の残留物の処分をすることができる。

第１１条   甲は、本件土地の公租公課を負担し、本件土地を使用するために必要な諸手続費用、農地転用・地目変更の土地造成費用、その他土地開発にかかる費用、維持管理に伴う費用は乙の負担とするものとする。

第１２条   本契約が解除された場合、乙は立退料その他の名目の如何を問わず金品の支払を一切甲に対して請求しない。

平成○月○日

以上のとおり、契約が成立したので本契約書２通を作成して、各々１通を所持する。
貸  主（甲）　○○○○　　　　　　　　印
借  主（乙）　△△△△　　　　　　　印
立  会  人　　　　　　　　　　　　　 印
